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第１章 計画の概要 

 

１． 計画の背景 
 

 急激に進行する少子高齢化社会の中で、空き家に関する問題は、全国的に表面化してい

ます。特に空き家になったにもかかわらず、適切な管理が行われず、放置されている状態

の空き家は、現在も増加傾向にあり、防災・防犯・環境・景観保全等の面で住民生活に悪

影響を及ぼしており、早急な解決が求められています。 

 このようなことから、国は空き家問題の抜本的な解決策として平成 27年５月 26日に「空

家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「特措法」という。）を施行し、危険な放置空

き家について、各自治体に立入調査の権限を付与し、所有者に修繕や撤去などの助言・指

導、勧告、命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去も出来ることを定めており

ます。 

 本市におきましても、少子高齢化や過疎化等により市内各地に空き家が増加し散在して

いる状況にあります。そのようなことから、令和元年度に市内全域を対象とした奄美市空

き家実態調査を実施したところであります。 

奄美市空き家等対策計画は、特措法施行後のこれまでの取組状況及び、平成 31年４月に

作成した「奄美市空き家等対策の推進に関する条例」、「奄美市空き家等対策の推進に関す

る条例施行規則」を踏まえ、空き家等のさまざまな課題に対する奄美市の基本姿勢を示し、

市民のみなさんに対して空き家等対策の全体像を容易に把握できるようにするとともに、

総合的・計画的な空き家等対策の推進を目的としています。 
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２． 計画の位置づけ 
 

 この「奄美市空き家等対策計画」（以下、「空き家対策計画」という。）は特措法第６条の

規定に基づき、地域社会の健全な維持のため、空き家等に関する問題について本市が取り

組むべき方策の方向性等について、国が示す「『特定空家等に対する措置』に関する適切な

実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を参考に、基本的な考え方を示したもので

あり、本市の空き家等対策の基礎になるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 計画の期間 
 

 空き家対策計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。ただ

し、各種施策の実施や社会情勢の変化等により、適宜見直しを行うこととします。 

 

 

４． 計画の対象地域 
 

 空き家対策計画の対象地域は、市内全域とします。 

 

 

 

 

 

奄美市総合計画 

奄美市都市計画マスタープラン 

奄美市住生活基本計画 

奄美市空き家等対策計画 

空家等対策の推進に 

関する特別措置法 

奄美市空き家等対策の

推進に関する条例 

施行規則 

奄美市立地適正化計画 

奄美市地域福祉計画 

市営住宅等長寿命化計画 
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５． 対象とする空き家の種類 
 

 空き家対策計画で対象とする空き家の種類は、特措法第２条第１項に規定された「空き

家等」及び第２項に規定された「特定空き家等」とします。また、地域住民の生命・身体・

財産の保護及び生活環境の保全等の観点から特定空き家等から優先して対策を講じるもの

とします。 

 

 

６． 対象とする空き家等の定義 
 
空き家対策計画では、概ね１年間以上に渡って使用実績がない建築物を「空き家等」と

定義します。 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「建築物」とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の「建築物」と同義

であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造の

ものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいいます。 

※２：「附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当しま

す。 

※３：「居住その他の使用がなされていない」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行わ

れていないなど、当該建築物等を現に意図を持って用いていないことをいいます。 

※４：『空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針』（平成 27 年 2 

月 26 日総務省告示・国土交通省告示第 1 号）には、「居住その他の使用がなされていないこ

とが常態である」とは、「建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概

ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは１つの基準となる」と示されています。 

マンション・アパート等の共同住宅は１戸でも使用されていれば「空き家等」に該当しません。 

 

 

 

 

 

【空き家等の定義】（特措法 第２条第１項） 

建築物※１又はこれに附属する工作物※２であって居住その他の使

用がなされていない※３ことが常態※４であるもの及びその敷地（立

木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公

共団体が所有し、又は管理するものを除く。 
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７． 特定空き家等の定義 
 

空き家対策計画では、以下の状態にあると認められる空き家等を「特定空き家等」と定

義します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定空き家等の定義】（特措法 第２条第２項） 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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■特定空き家等の判断基準 

状  態 参考基準の例示の内容 

①そのまま放置すれば倒壊

等著しく保安上危険となる

おそれのある状態 

・ 建築物の倒壊等のおそれがある 

（建築物の著しい傾斜、基礎・土台の損傷、柱、梁、筋かい、柱・

梁の接合部の破損及び変形等） 

・ 屋根、外壁等が脱落、飛散するおそれがある 

（全部又は一部において、屋根や外壁の破損、脱落等） 

・ 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある 

（擁壁のひび割れ、破損、変形等） 

②そのまま放置すれば著し

く衛生上有害となるおそれ

のある状態 

・ 排水管の破損等による汚物の流出、臭気の発生等 

・ ごみ等の放置や不法投棄による臭気の発生、はえ・蚊等の害虫

の発生 など 

③適切な管理が行われてい

ないことにより著しく景観

を損なっている状態 

・ 既存の景観に関するルール（建築物又は工作物の形態意匠等

の制限）に著しく不適合 

・ 外壁の落書き、多くの窓ガラスの破損、建築物を全面に覆う程

度の立木等の繁茂等により、周囲の景観と著しく不調和 

④その他周辺の生活環境の

保全を図るために放置する

ことが不適切である状態 

・ 立木の枝等が道路へ越境し、歩行者等の通行を妨げている な

ど 

・ 小動物が住み着くことによる鳴き声、汚物の放置、シロアリ等

の大量発生 など 

・ 門扉の未施錠、開口部の開放等により、不特定の者が容易に侵

入可能な状態での放置 など 

出典：『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン） 
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８． 今後の空き家等対策の基本的な指針 
 

  (1)安心・安全が守られ、災害に強いまちづくり 「措置対応」 

   特定空き家等は、隣家や道路への倒壊及び火災発生など地域住民への危険性が懸念

されるため、空き家等の適切な管理・除却を推進することにより、地域住民が安心・

安全に暮らせ、災害に強いまちづくりを目指します。 

 

(2)良好な環境で快適に暮らせるまちづくり 「予防」 

特定空き家等は、周辺環境への悪影響の長期化が懸念され、多くの問題を生み出すこ

とから、その発生を防止することで良好な住環境を維持し、住民が快適に暮らせるまち

づくりを目指します。 

 

(3)定住促進による活気のあるまちづくり 「活用」 

 市が空き家の情報を管理し、相談体制を整備することにより、定住促進を推進し、活

気あるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用

措置対応

予防
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第２章 空き家等の現状 

 

１． 全国の空き家等の状況 
 

平成 30 年に実施した住宅・土地統計調査によると、平成 30 年 10 月１日現在における

我が国の総住宅数は約 6,242 万戸で、５年前と比較すると 179 万戸の増加であり、増加率

は約 3％となりました。なお、平成 10 年からの 20 年間では、総住宅数が 1,200 万戸以上

増加しています。 

 

■全国の空き家等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

 

住宅のうち空き家について見てみると、空き家数は 846万戸となり、５年前に比べて 26

万戸（3.2％）増加しました。空き家率（総住宅数に占める割合）は、平成 10 年に初めて

１割を超えて 11.5％となり、平成 30 年には 13.6％と、空き家数、空き家率共に過去最高

となりました。 
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２． 鹿児島県の空き家等の状況 
 

鹿児島県の空き家等の状況を見ると、平成 20年の 129,900戸から平成 25年には 147,300

戸まで増加し、更に平成 30年にかけて 166,000戸と増加傾向にあります。また、総住宅戸

数に占める空き家数の割合（空き家率）を見てみると、平成 20年には 15.3％（全国は 13.1％）

でしたが、平成 25 年には 17％（全国は 13.5％）、平成 30 年には 18.9％（全国は 13.6％）

と、鹿児島県の空き家率は平成 10年以降、全国平均を上回っています。 

 

 

■鹿児島県の空き家等の状況（全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．奄美市の空き家の状況 

 

 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 
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３． 奄美市の空き家等の状況 
 

本市の空き家等の状況をみると、平成 20年から平成 30年の 10年間のうち、総住宅戸数

が 410 戸増加しているのに対して、空き家等の戸数は 590 戸増加しております。また、空

き家率は平成 20 年の 7.0％に対し、平成 30 年には 9.4％となっており、2.4％増加してお

ります。 

 

■奄美市の空き家等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

 

 

【参考】 

■「空き家」の定義 

空き家の種類 定  義 

二次的住宅 別荘 週末や休暇に避暑・避寒・保養などの目的で使用されている住宅で、

普段は人が住んでいない住宅 

 その他 普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりする

など、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 上記以外の人が住んでいない住宅 

出典：総務省統計局 住宅・土地統計調査 
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第３章 空き家等の調査 

 

１． 趣旨 
 

 住民からの情報提供や相談等により、適切な管理が行われていない空き家等は現地確認

を行うとともに、所有者等を確認するための調査を行い、文書や電話等により所有者等に

適正な管理を促します。 

 

 

■空き家等所有者等把握するための事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等の発生 

市民等から通報 

現地外観等調査※ 

所有者等調査 

① 土地建物登記簿調査 

② 固定資産税納税義務者調査 

③ 住民票・戸籍簿調査 

所有者等へ連絡 

※現地外観等調査 

 ・調査票による外観目視調査 

 ・写真撮影 

 ・周辺等への聞き取り 
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２． 立入調査 
 

① 適切な管理が行われていない空き家等については、特措法第９条第２項及び奄美市

空き家等対策の推進に関する条例第８条の規定に基づき、必要に応じて敷地内に立

ち入り、調査を行います。 

② 所有者等の関係者に聞き取りを実施し、必要な報告を求めます。 

 

 

３． 所有者等の確認 
 

① 当該空き家等の近隣住民や関係者等から情報収集を行います。 

② 登記情報・固定資産税情報・建築確認申請情報等で事実確認を行います。 

③ 所有者等が死亡し相続登記未了の場合は、戸籍情報で相続人の確認を行います。 

④ 調査結果に基づき、該当者に通知し、所有者等を確認します。 

 

 

４． 所有者等が確認できない場合 
 

  (1)未登記の空き家等 

① 所有者等確認のため、特措法第 10条第１項の規定に基づき、固定資産税情報の

うち所有者等に関する情報の開示請求を行い、開示された情報をもとにして、所

有者等の確認を行います。 

② 固定資産税情報で所有者等を確認できない場合は、「過失なく所有者等を確知で

きない」所有者不明の空き家等と判断することとします。ただし、その場合にお

いても、継続して所有者を特定するよう努めます。 

 

  (2)所有者不存在の確認 

① 法定相続人が相続放棄した場合、固定資産税のうち所有者等に関する情報の開

示請求を行い、法定相続人全員の相続放棄の事実について確認します。 

② 固定資産税情報で相続放棄の事実が確認できない場合は、家庭裁判所に相続放

棄の事実を照会します。 

③ 法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不存在の空き家等とし

ます。 

④ これらの方法で確認できない場合は、「過失なく所有者等を確知できない」所有

者不明の空き家等と判断することとします。ただし、その場合においても、継続

して所有者を特定するよう努めます。 
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  (3)所有者行方不明の確認 

    所有者確認のため該当者に送付した郵便が返送された場合は、「過失なく所有者等

を確知できない」所有者行方不明の空き家等と判断することとします。ただし、そ

の場合においても、継続して所有者を特定するよう努めます。 

 
 
５． 令和元年度空き家等実態調査 

 

(1)調査の目的 

特措法が施行されたことに伴い、本市における空き家等に関する対策を総合的か

つ計画的に実施するため、市内全域における空き家等の分布や状況を把握し、基礎

資料（空き家データベース）を作成することを目的とした実態調査を実施しました。 

実施期間：令和元年 10月４日～令和２年３月 25日 
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■空き家等実態調査業務の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．空き家等の分類及び集計と現況特性の分析 

３．空き家等候補の抽出 

１．計画準備 

２．資料収集整理 

３-１．水道データによる抽出 

３-２．自治会長等ヒアリング調査 

４．現地調査の事前準備 

４-１．調査基準書作成 

４-２．調査備品（携行品）の準備 

４-３．地域住民への周知 

５．現地調査の実施 

５-１．現地調査 

５-２．調査結果のとりまとめ ６．空き家等台帳（個票）作成 

７-１．老朽危険度の評価判定 

７-２．利活用可能性の評価判定 

７-３．現況特性の分析 

４-４．空き家等位置図の作成 

４-５．プレ調査の実施 

８．空き家等データベース作成 

９．報告書作成 
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(2)調査方法 

上水道台帳データを用いて空き家等候補家屋を抽出したのち、空き家等候補家屋

を対象に、現地にて建物を 1 棟ずつ確認しました。 

なお、調査にあたっては公道からの外観目視確認とし、敷地内への立入りは行わ

ないものとしました。 

 

(3)空き家等候補家屋の抽出 

家屋課税台帳を基に、上水道台帳データ及び住民リストとマッチング処理を行な

い、上水道を使用していない建物（水道が閉栓されて「10ヶ月以上」の家屋）を空

き家等候補家屋（現地調査対象）として抽出しました。 

また、自治会長等への確認及び市が把握している空き家等と合わせて 3,524 件が

空き家等候補家屋とし、これらを対象に実態調査を実施しました。なお、集合住宅、

テナントビル（一戸以上の利用が認められるもの）及び公共施設は除外しておりま

す。 
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(4)調査結果 

市内の空き家等の可能性がある建物は 

① 判定Ａが名瀬地区 141件、住用地区 28件、笠利地区 56件 

② 判定Ｂが名瀬地区 206件、住用地区 37件、笠利地区 168件 

③ 判定Ｃが名瀬地区 292件、住用地区 26件、笠利地区 65件 

総数は 1,019 件でした。また、空き家等の可能性があるものの、建物に近寄るこ

とができず周辺の塀等や雑草の繁茂により調査判定が出来なかった「目視不可」が

30件でした。 

なお、本調査は公道からの外観目視を基本として実施したため、調査時点で空き

家等と判断される状況にあるものの、通年を通すと空き家等ではない（年に一度程

度利用している、など）建物が含まれる可能性があります。 

 

■調査結果と空き家等総数 

 空き家等の可能性 
目視不可 

計 Ａ Ｂ Ｃ 

名瀬 639 141 206 292 21 

住用 91 28 37 26 5 

笠利 289 56 168 65 4 

小計 1,019 225 411 383 30 

計 1,049 

判定Ａ：建物が良好であり利活用可能な状態 

判定Ｂ：利活用するには、一部修繕が必要な状態 

判定Ｃ：老朽等により周囲に危険を及ぼす可能性がある状態 

目視不可：公道から外観を確認することができない建物 

出典：令和元年度奄美市空き家実態調査 
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(5)空き家等管理システムの構築 

本市では、令和元年度に実施した空き家等実態調査結果を踏まえ、空き家等デー

タベースを構築しています。 

空き家等管理システムは、プロジェクト推進課において管理していますが、庁内

の関係各課が必要な施策を実施するために共有できます。 

空き家等管理システムでは、空き家等の基本情報として所在地や建物種類、階数、

構造等に加え、実態調査によって把握された建物の老朽度や周辺への影響、維持管

理の状態のほか、所有者の情報及び意向調査の結果、適正な管理の促進に向けた履

歴情報を整理しています。 

なお、空き家等に係る個人情報は、奄美市個人情報保護条例に則り、適正に管理

いたします。 

 

 

■空き家等管理システム画面イメージ 
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第４章 空き家等の適切な管理の促進 

 

１． 趣旨 
 

 空き家等の適切な管理及び対策は、その所有者等が自らの責任により行うことが原則で

あることが特措法第３条に規定されております。 

本市では、所有者等による管理を徹底し、新たな空き家等の発生や管理不全空き家等に

陥ることの予防を図るための取り組みを進めます。 

 

 

２． 相談体制の整備 
 

  空き家等に関する相談窓口を総務部プロジェクト推進課に設置します。 

 

 （1）職員のスキルアップ 

   空き家等に関するあらゆる相談に対応するため、国、県等が主催する説明会及び

関係機関が実施する研修会等に積極的に参加し、担当職員のスキルアップを図りま

す。 

 

 （2）関係機関との連携 

   対応が困難な事例等については、鹿児島県専門家団体等をはじめ、かごしま空き

家対策連携協議会（以下、「県協議会」という。及びその他関係機関と連携し対応し

ていきます。 
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３． 所有者等の意識の向上 
 

 空き家等や特定空き家等の発生を未然に防ぐため、所有者等の意識の向上に努めます。 

 （1）所有者等への意識啓発 

    空き家等の所有者や市民等に対して、様々な機会や方法により、空き家等に起因

する問題や周辺環境に及ぼす影響等について、問題意識の醸成や啓発活動に取り組

みます。 

 

 （2）情報提供による支援 

    広報誌やホームページ等を通じて、空き家の所有者等に対して、市が行っている

「空き家バンク制度」や「危険空き家等除却助成金制度」等についての情報提供を

行います。 

 
 

４． 空き家等情報の継続的な把握 
 

 空き家等の発生や解消の状況を適切に把握し、効果的な対策を実施するため、継続的な

空き家等情報の把握に努めます。 

 （1）フォローアップ調査の実施 

    空き家等の状況や新規の空き家等を把握するため、自治会長等を通じた情報収集

などのフォローアップ調査に取り組みます。 

 

 （2）空き家等データベースの更新 

    空き家等管理システムを活用して適時データベースを更新することで、対策の進

捗管理や優先的な対策が必要な空き家等の把握に努めます。 
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第５章 特定空き家等に対する措置及びその他の対処 

 

１． 趣旨 
 

 空き家等について、必要な措置を講じることによって、市内の防災・防犯・安全・環境・

地域の活性化・景観保全等に努めます。 

 

 

２． 措置の対象 
 

 市内の空き家等のうち、地域住民の生命・身体・財産の保護及び生活環境の保全等のた

め、特定空き家等から優先して措置を行います。 

 

 

３． 措置の内容 
 

  特定空き家等に対する特措法に基づく措置は、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」、「代

執行」、及び、過失がなくて必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき

のいわゆる「略式代執行」に大別されます。 

措置の手順については、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」の順に実施します。「命令」

は正当な理由がなく「勧告」に係る措置をとらない所有者等に対して行い、所有者等の自

らの意思による改善を促します。 

指示する措置の内容は、地域住民等の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生

活環境の保全を図るという目的を達成するためのものであり、個人の私有財産である空き

家等の解体を前提とするものではなく、必要かつ合理的な範囲内の措置の内容とします。 

  

（1）助言・指導 

 特措法第 14条第１項の規定に基づき、特定空き家等の所有者等に対して、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう助言・

指導することができます。 
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（2）勧告  

助言・指導を行っても改善がみられない場合は、特措法第 14 条第２項の規定に基づ

き、適切な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告することができます。 

 

（3）命令 

① 勧告を行っても改善がみられない場合で、著しく管理不完全な状態であると認めた

ときは、特措法第 14 条第３項の規定に基づき、所有者等に対して相当な猶予期限を

定めて必要な措置を講じるよう命ずることができます。 

② 命令を実施する場合においては、特措法第 14条第４項の規定に基づき、あらかじめ、

その措置を命じようとする者又はその代理人に対し、意見書及び自己に有利な証拠を

提出する機会を与えることとします。 

 

（4）行政代執行 

① 命令を行っても改善がみられない場合は、特措法第 14条第９項の規定に基づき、そ

の措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は

履行しても期限までに完了の見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23年法律第 43

号）の規定に基づき、所有者もしくは第三者に、当該特定空き家等の除却等必要な措置

をさせることができます。 

② この措置に要した費用については、当該所有者等に請求します。 

 

 

■特措法に基づく特定空き家等に対する措置の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在、人の居住の用に供する家屋の敷地のうち一定のものについては、地方税法第３４９条の３の２及び同法第７０２条の

３に基づき、当該敷地の面積に応じて、その固定資産税の課税標準額を６分の１（２００㎡以下の部分の敷地）又は３分の１

（２００㎡を超える部分の敷地）とするとともに、その都市計画税の課税標準額を３分の１（２００㎡以下の部分の敷地）又は３

分の２（２００㎡を超える部分の敷地）とする特例措置（固定資産税等の住宅用地特例）が講じられている。 

 

行政代執行 

（第 14 条 

第 9 項） 

命令 

   (第 14 条 

   第 3 項) 

固定資産税等の 

住宅特例※の解除 

過料（50万円以下） 

(第 16条第 1項) 

勧告 

  （第 14 条 

  第 2 項） 

 助言・指導 

  （第 14 条 

  第 1 項） 

特定空家等 

として認定 

（第 2 条第 2 項） 
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４． 危険な状態が急迫したときの対応 
 

著しく危険な特定家屋等により通行人や隣家に被害を及ぼす恐れのある家屋等に対して、

奄美市空き家等対策の推進に関する条例第 19 条の規定に基づき危険回避のための応急対

応を行います。なお、対応できる家屋は、所有者等が特定できない場合や既に隣家に何ら

かの被害を与えている場合に限ります。また、災害時等の緊急の場合の対応も同様としま

す。 

 

 

５． その他の対処 
 

前項に掲げる措置のほか必要な対処については、奄美市空き家等対策協議会（以下「市

協議会」という。）で協議したうえで決定し、実施することとします。 

 

 

 

■他市における行政代執行の記事 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 
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■特措法に基づく特定空き家等の認定から行政代執行までの詳細フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等の把握 

空き家等の所有者等調査 

所有者等に対する 

適正管理依頼通知 

空き家等の現地調査 

（状況により立入調査によって確認） 

所有者等に対する 

助言・指導 

所有者等に対する勧告 

所有者等による命令の 

事前通知 

所有者等の公開による 

意見聴取の請求 

公開による意見聴取 

所有者等に対する命令 

行政代執行 

 
特定空き家等 

候補の判断 

特定空き家等候補 

特定空き家等として認定 

 特定空き家等の判断 

 勧告の対象を判断 

 命令の対象を判断 

 
行政代執行の 

対象を判断 

固定資産税等の 

住宅特例の解除 

状況確認 

状況確認 

状況確認 

標識設置 

及び公示 

 

管轄裁判所に対応する 

検察庁の検察官に通知 

過料の裁判 

及び執行手

続 

第 9条第 1項 

状況改善 

状況の改善が見られず、 

管理不全の状態 

第 9 条第 2 項

 
No 

Yes 

判断依頼 

回答 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

判断依頼 

判断依頼 

判断依頼 

回答 

回答 

回答 

奄美市 

空き家等対策協議会 

特定空き家等認定解除

 

特定空き家等認定解除

 

税務課へ通知

 状況改善

 

 第 14 条第 1 項

 

第 14 条第 2 項

 

第 14 条第 4 項

 

第 14 条第 5 項

 第 14 条第 6 項

 

第 14 条第 9 項

 

状況の改善が見られず、 

管理不全の状態 

第 14 条第 3 項

 

命令に違反した場合

 

意見聴取の請求が 

なかった場合 

状況改善

 状況の改善が見られず、 

管理不全の状態 

状況の改善が見られず、 

管理不全の状態 
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第６章 空き家等の活用の促進 

 

１． 趣旨 
 

 空き家等の解消に努めるとともに、空き家等の有効活用を促進していくための方策を検

討します。 

 

 

２． 利活用可能な空き家等の情報収集と情報提供 
 

（1）空き家バンク制度 

 空き家バンク制度を実施することにより、空き家等の解消、住環境の整備及び定住促

進等を推進していくこととします。 

また、「全国版 空き家・空き地バンク」に登録することで、利用者の方が全国に登録

されている物件をワンストップで検索が行え、多様なニーズに応じた物件の紹介を行い

ます。 

 

■奄美市空き家バンク制度のイメージ 
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（2）移住定住・住宅購入費助成金制度 

奄美群島外から市内への転入者のための住宅を確保し、地域活性化や空き家の解消

を図るため、移住者及び移住希望者が戸建て住宅を購入する際に、助成金を交付してお

ります。 

 

（3）移住定住・住宅リフォーム等助成金制度 

奄美群島外から市内への転入者に貸し出すことを目的に、建物所有者が戸建て住宅

リフォームをする際、又は移住者がリフォームをする際に、助成金を交付しておりま

す。 
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（4）住宅リフォーム等経済対策事業補助金制度 

市民が住宅の増改築やリフォームをする際に、かかった費用の一部を助成しており

ます。 

 

（5）危険空き家等除却助成金制度  

老朽化し危険な空き家の除却を行う人に対し、除却費用の一部を助成しておりま

す。 

 

 

３． 地域交流・地域活性化の拠点としての利活用 
 

 危険空き家等除却助成金制度の活用により空き家等の除却を進めると、空き地が増加し、

空き地がそのまま放置されることによる生活環境への二次的な影響や空き家等所有者の管

理意識の低下に繋がることが懸念されます。除却後の跡地も含め、空き家等を有効に利用

し、地域交流及び地域活性化の拠点箇所として利活用する方策について、所有者の意向も

踏まえながら、各関係機関と協議を行っていくこととします。 

 

■空き家等の利活用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本気で人口を増やしたい集落応援事業】 

老朽化した教職員住宅を改修し、Uターン者向け住宅として活用（奄美市笠利町） 
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４． 不動産流通の促進 
 

 空き家等の活用にあたっては、空き家等所有者の意向確認に加え、不動産事業者等との

連携が重要になります。「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」（平成 30 年

６月 国土交通省）を踏まえ、空き家所有者への情報提供同意書の送付や不動産事業者等へ

の情報提供など、流通を促進させる取り組みを実施します。 
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第７章 空き家等対策の実施体制 

 

１．空き家等対策の役割分担  
 

 空き家等対策は所有者等だけの問題ではなく、地域のまちづくりの課題でもあることか

ら、自治会等の地域、建築や不動産に関わる関係団体や企業、行政等が連携し、空き家の

解消や適正管理、利活用などの対策に取り組むこととします。 

 

 

 

■体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美市 

地域 
関係 

団体 

空き家

所有者 

・相談窓口の明確化 

・空き家対策の実施 

・所有者、地域の取組支援 

・空き家データベース化 

・所有者へのアドバイス 

・管理物件の適正管理 

・管理代行サービス 

・空き家の流通促進 

・空き家調査支援 

・管理不全空き家の報告 

・地域の空き家の管理代行 

・流通促進の支援 

・空き家化の予防、抑制 

・空き家の適正管理 

・空き家の解消、利活用 

・管理不全状態の解消 

支援・助言・指導 

情報提供・管理代行 情報把握・見守り 
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２．空き家等対策に係る担当部署 

 

① 実施体制 

対処事項 担当部署 

建築物、擁壁 建築住宅課 

立木、雑草、ごみ、物品、動物、害虫 環境対策課 

解体、空き家活用関係（詳細は下表） プロジェクト推進課 

防犯、防災 市民協働推進課、総務課 

所有者等の情報提供、住宅用地特例措置、 

譲渡所得特別控除 
税務課 

戸籍等の情報提供、相続 市民課 

 

 

② 空き家活用関係 

役割 担当部署 

空き家等の調査 

空き家等の適切な管理の促進措置及び対処の実施

（危険空き家等除却助成金制度） 

空き家の活用促進（空き家バンク制度） 

県・市協議会及びその他関係機関との連絡調整 

プロジェクト推進課 

※部署名は令和３年３月１日 
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３．奄美市空き家等対策協議会の設置 
 

特措法第７条第１項の規定に基づき、市長、地域住民や空き家等の問題に関する様々な

分野における学識経験者等からなる奄美市空き家等対策協議会を設置します。市協議会で

は、奄美市空き家等対策庁内連絡会（以下「庁内連絡会」という。）での協議事項及びその

対応について協議を行います。 

そのほか、本計画の変更又は実施に関する協議、特定空き家等への立入調査の方針、特

定空き家に対する措置の方針などを協議します。 

 

４．奄美市空き家等対策庁内連絡会の設置 
 

空き家等の対策は多岐に渡るため、複数の専門部署間で情報共有して連携を図る必要が

あります。また、市協議会における協議事項を検討する必要があります。 

このようなことから、庁内連絡会を設置し、庁内で情報を共有するほか、保安上、衛生

上、社会通念上、緊急性・切迫性等の観点から空き家等への対応を検討します。 
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■空き家等に関する対策の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

民 

・ 

所 

有 

者 

等 

市長 

奄美市空き家等対策協議会 

・空き家対策計画の変更等 

・特定空き家等の認定、措置方針 

関係機関 警察、法務局等 

関係団体 不動産、法務、建築 

空き家管理システムに

よる情報の一元管理 

プロジェクト推進課 

空き家等の相談等に 

対する窓口 高齢者福祉課 

総務課 

環境対策課 

企画調整課 

税務課 

市民協働推進課 

所 

有 

者 

等 

庁内関係課との連携 

奄美市空き家等対策 

庁内連絡会 

都市整備課 

土木課 

建築住宅課 

住用地域総務課 

笠利地域総務課 

大島地区消防組合 

相談 

協議 回答 

相談・ 

問合せ 

対応結果 

の報告等 

対応結果 

報告 

対応方針 

の調整 

情報提供・ 

対応要請 

連携 

対応 

対応 
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■奄美市空き家等対策協議会の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民等 

あきや空き家等対策計画

の公表 
特定空き家等

の所有者等 

市 長 
空き家等対策協議会 

・市長 

・弁護士 

・関係団体 

・地域住民 

・警察、消防 

庁外組織 

事務局（プロジェクト推進課） 

空き家等対策庁内連絡会 

 

 

庁内組織 

市組織 

助言又は指導、勧告、命令 

協議 
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第８章 その他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

その他空き家等に関して、空き家等対策の基本的な指針として掲げた「予防」、「活用」、

「措置対応」を基本とし、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本

的な指針」及び「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針

（ガイドライン）」に基づき、常により効果的な手法を模索し、対策を講じることとし、そ

の結果を検証の上、見直しを行うものとします。 

また、当計画に定める対策を効率的かつ効果的に実施するための行政施策を検討し、実

施していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

（計画策定）

Do

（実行）

Check

（点検）

Action

（見直し）

予  防 

活  用 

措置対応 
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参考資料① 
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参考資料② 

危険空き家等除却助成事業交付要綱 

別表 (第４条関係) 建物の不良度の測定基準 

 
大項目 項目 評定内容 ランク内容 判定 評点 最高得点 

保
安
上
危
険 

建築物の著しい傾
斜 

①建築物の崩壊・落階等の有
無 

問題なし Ａ 0 

100 
部分的な崩壊 Ｂ 50 

過半・母屋の崩壊 Ｃ 100 

②建築物の不同沈下もしくは
柱の傾斜 

1/60未満 Ａ 0 
100 1/60～1/20 Ｂ 50 

1/20超 Ｃ 100 

構造耐力上主要な
部分の損傷等 

③基礎の構造 
問題なし Ａ 0 

25 基礎が玉石 Ｂ 20 
基礎なし Ｃ 25 

④土台・柱・はりの腐朽・破
損・変形の有無 

問題なし Ａ 0 

50 50％未満 Ｂ 25 
50％以上 Ｃ 50 

屋根、外壁等が脱
落、飛散等するお
それ 

⑤外壁仕上材の剥落・腐朽・
破損等の有無 

なし・塗装劣化のみ Ａ 0 

50 腐朽・破損等あり Ｂ 25 

壁体貫通・下地露出 Ｃ 50 

⑥屋根の腐朽・破損・欠落等
の有無 

問題なし Ａ 0 
50 50％未満 Ｂ 25 

50％以上 Ｃ 50 

⑦開口部(窓ガラス等)の割
れ・破損等の有無 

問題なし Ａ 0 
20 ガラス窓取り外し済 Ｂ 10 

割れ・破損等あり Ｃ 20 

⑧屋外階段・バルコニーの腐
朽・破損・脱落等の有無 

問題なし Ａ 0 

10 腐朽・破損等あり Ｂ 5 

脱落等可能性 Ｃ 10 

⑨看板・給湯設備・屋上水槽
等の破損・脱落・転倒等の有
無 

問題なし Ａ 0 

10 破損・転倒等あり Ｂ 5 

脱落等可能性 Ｃ 10 

⑩雨どいの腐朽・破損・欠落
等の有無 

問題なし Ａ 0 

10 設置なし Ｂ 5 

腐朽・破損等あり Ｃ 10 

⑪門・塀の腐朽・破損・脱落
等の有無 

問題なし Ａ 0 
10 50％未満 Ｂ 5 

50％以上 Ｃ 10 

擁壁が老朽化し危
険となるおそれ 

⑫擁壁の状態 

問題なし Ａ 0 

30 
水抜き孔なし、ひび
割れ 

Ｂ 15 

不安定、全体的なク
ラック 

Ｃ 30 

景
観 管理不全により著

しく景観を損なっ
ている状態 

⑬樹木・雑草の管理状況 

問題なし   

 
手入れがされていな
い 

  

敷地外に突出してい
る 

  

衛
生 

そのまま放置すれ
ば衛生上有害とな
るおそれのある状
態 

⑭ごみ等の放置、不法投棄の
有無 

あり   
 

なし   

⑮ごみ等や浄化槽の放置によ
る悪臭の有無 

あり   
 

なし   

生
活
環
境 

生活環境の保全を
図るために放置す
ることが不適切で
ある状態 

⑯虫の発生や動物の棲みつき
の有無 

あり   
 

なし   

⑰不適切な管理による不特定
者の侵入の可否 

侵入不可   
 

侵入可   
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■部材劣化等の状況の確認イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※土台・柱・梁の全数を確認す
ることは困難であるため、特に
劣化の激しい部材や建物全
体の傾き等を確認する。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例）テレビアンテナ 

 

 

 

屋根 階段またはバルコニー 看板・給湯設備・屋上水槽等 

基礎・土台 柱・はり 

雨どい 

開口部 
 

外壁 

基礎 擁壁 門または塀 

＜躯体関係＞ ＜附属物等＞ 
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■各部材判定の考え方 

 

＜躯体関係＞ 

項目 建築物の著しい傾斜 

箇所 建築物全体 

判
断
内
容 

①建築物の崩壊・落階等の有無 

建築物全景の外観目視により一見して建築物に崩壊が見られる状態であるかどうかを判断する。なお、

棟の劣化（たわみ、落下等）は、外観から判断できない雨水による建築物内部への影響が大きいため、

本項目で判断する。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

崩壊・落階がない状態。 部分的崩壊等が見られる状態。 過半の崩壊等が見られる状態。 

評点 0 50 100 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

一見して崩壊等が見られない状

態であるため、部材毎の詳細な

確認を要する。 

建築物に部分的崩壊等が見ら

れる状態であり、修繕が可能で

あることを判断基準とする。 

建築物に過半の崩壊等が見ら

れる状態である。なお、棟の破

損・落下については構造及び内

部への影響が大きいことを考慮

し、Cランクとする。 

備
考 

建築物の修繕による復旧の可能性を考慮し、Bランクと Cランクの考え方を整理している。 

 

 

 

  

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 建築物の著しい傾斜（RC造においては構造耐力上主要な部分の損傷） 

箇所 建築物全体 

判
断
内
容 

②建築物の不同沈下もしくは柱の傾斜 

建築物全体もしくは一部に傾きが見られる場合、傾斜の角度によって判断する。 

判断する傾斜の角度は、建築物全体のうち最も大きな値を採用する。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

建築物の傾きが 1/60未満 建築物の傾きが 1/60～1/20 建築物の傾きが 1/20超 

評点 0 50 100 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

傾斜の区分は、「災害に関わる住家の被害認定基準運用指針」（平成 21年 6月 内閣府）の考え方を

踏襲している。同指針では 1/20超を住家の損害割合を 50％とみなして全壊と判断している。 

なお、RC 造については木造や鉄骨造に比べて建築物の傾斜が見られにくいため、柱のクラックや鉄筋

の爆裂の状況に置き換えて判断する。 

建物の傾斜の図り方  

階高方向ｈと水平変位ｄの寸法を測定し、 

ｄ／ｈの値を計算する。 

ｈ＝1,200㎜の場合  Ａランク：ｄ≦20㎜ 

Ｂランク：20＜ｄ≦60㎜ 

Ｃランク：ｄ＞60㎜ 

備
考 

建築物の傾斜は、「建築物の不同沈下」や「柱の傾斜」といった原因の如何によらず倒壊等著しく危険と

なるおそれがあると考えられるため、判断項目を分けずに建築物の傾斜という観点で評価を行う。 

 

  

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 建築物の構造耐力上主要な部分である基礎の構造 

箇所 基礎 

判
断

内
容 

③基礎の構造 

構造耐力上主要な部分である基礎の構造を確認する。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

玉石でない基礎があるもの。 基礎が玉石であるもの。 基礎がないもの。 

評点 0 20 25 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

基礎の構造（形式）を確認する。 

特に建築年が古い建物（伝統的な建築物など）には、基礎がないものや玉石基礎のものが見られること

がある。 

※1971年（昭和 46年）建築基準法施行令改正で、コンクリートまたは鉄筋コンクリート造の布基礎が義

務付けされている。 

備
考 

劣化状況に拠らず、基礎の形式を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷 

箇所 基礎、土台、柱、梁 

判
断
内
容 

④ 土台・柱・梁の腐朽・破損・変形の有無 

構造耐力上主要な部分である土台、柱、梁における腐朽・破損・変形の程度を判断する。 

腐朽・破損・変形の判断は、部材のうち最も状態の悪い箇所を採用する。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

部材の腐朽・破損・変形が見ら

れない状態。 

部材の一部（50％未満）に腐

朽・破損・変形が見られる状態。 

部材の大部分（50％以上）に腐

朽・破損・変形が見られる状態。 

評点 0 25 50 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

土台、柱、梁に腐朽・破損・変形がどの程度見られるかを確認する。 

なお、地震時に建築物に加わる水平力に対する安全性を考慮し、部材の一部であっても腐朽・破損・変

形が確認される場合は、最も状態の悪い箇所を採用して判断する。 

備
考 

土台・柱・梁の全数を確認することは困難であり、また、修理の程度によって安全性が確保されるかどう

かの判断は現地調査では困難であるため、安全側を考慮して判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 外壁等 

判
断
内
容 

⑤外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等の有無 

外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等について判断する。 

なお、外壁の塗装の劣化・剥離等については対象外とする。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

外壁仕上材に剥落・腐朽・破損

等が見られない状態。もしくは塗

装の劣化・剥離のみ。 

外壁仕上材に部分的な剥落・

腐朽・破損等が見られるが、壁

体を貫通する穴等は生じていな

い状態。 

外壁仕上材に剥落・腐朽・破損

等が見られ、壁体を貫通する穴

等が生じている、もしくは下地が

露出している状態。 

評点 0 25 50 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

外壁仕上材の剥落・腐朽・破損の程度によって、脱落等による第三者危害もしくは雨水の浸入等による

内部への影響を考慮して判断する。 

備
考 

下地の露出や壁体を貫通する穴等は内部への影響が大きいことから、該当箇所が部分的であっても安

全側を考慮して Cランクとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 屋根葺き材、ひさし又は軒 

判
断
内
容 

⑥屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 

屋根葺き材（瓦、折板等）、ひさし又は軒の腐朽・破損・欠落等の程度を判断する。 

外観から屋根面の全体を確認できない場合は、軒先等の状況から判断する。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

部材の腐朽・破損・欠落等が見

られない状態。 

部材の一部（50％未満）に腐

朽・破損・欠落等が見られる状

態。 

部材の大部分（50％以上）に腐

朽・破損・欠落等が見られる状

態。 

評点 0 25 50 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

屋根瓦の浮きや破損等の状況を確認し、脱落や飛散等による第三者危害の可能性を考慮して各部材

を判断する。 

特に、軒先等の屋根端部は脱落等による影響が大きいため、腐朽・破損・欠落等の割合については、全

体面積ではなく線分の比率によって判断する。 

備
考 

判断にあたっては第三者危害の影響を重視し、修理規模の程度ではなく屋根端部の劣化・損傷状況を

確認するものとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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＜附属物等＞ 

 

項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 外壁等 

判
断
内
容 

⑦開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無 

開口部（窓ガラス等）に割れ・破損・脱落等の有無について判断する。 

 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

開口部に割れ・破損等がない状

態。 

開口部に割れ・破損等はない

が、ガラス窓が外されている状

態。 

開口部に割れ・破損等がある状

態。 

評点 0 10 20 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

開口部の割れ・破損等の有無による第三者危害もしくは雨水の内部への浸入による影響を考慮して判

断する。 

 

備
考 

窓ガラス等の割れ・破損等は第三者危害および内部への影響が大きいことから、割れ・破損等の面積

によらず、部分的であっても Cランクとする。また、割れ・破損等はないがガラス窓が外されている場合に

ついては内部への影響のみを考慮して Bランクとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階



44 

 

 

項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 屋外階段又はバルコニー 

判
断
内
容 

⑧屋外階段・バルコニーの腐朽・破損・脱落等の有無 

腐朽や破損、または脱落等が発生しているかどうか、接合部の状況等を踏まえて判断する。 

建築物に付属する工作物等のうち、人や物の荷重が直接掛かるものを対象とする。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

腐朽や破損、脱落等が発生して

いない状態。 

腐朽や破損等が生じているが、

脱落等の危険性は低い状態。も

しくは、脱落して放置されている

状態。 

腐朽や破損等によって脱落する

可能性が高い状態。 

評点 0 5 10 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

破損や腐食による工作物等の脱落・転倒が及ぼす第三者危害の可能性を考慮して判断する。 

備
考 

現状と比べて人や物による追加の荷重が掛かることによる転倒の可能性を考慮して判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 看板、給湯設備、屋上水槽等 

判
断
内
容 

⑨看板・給湯設備・屋上水槽等の破損・脱落・転倒等の有無 

破損や脱落、転倒が発生しているかどうか、支持部分の接合状況等を踏まえて判断する。 

建築物に付属する工作物等のうち、人や物の荷重が直接掛からないものを対象とする。 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

破損や脱落、転倒等が発生して

いない状態。 

破損や腐食等が生じているが、

脱落等の危険性は低い状態。も

しくは、脱落・転倒して放置され

ている状態。 

破損や腐食等によって脱落する

可能性が高い状態。 

評点 0 5 10 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

破損や腐食による工作物等の脱落・転倒が及ぼす第三者危害の可能性を考慮して判断する。 

備
考 

既に脱落・転倒したものよりも、脱落・転倒の危険性が高いもののほうが不測の事態による第三者危害

等の可能性が高いと考えられるため、脱落・転倒に至る破損や腐食の進行状況を考慮して判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市外事例 

※市外事例 

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 屋根葺き材、ひさし又は軒 

判
断
内
容 

⑩雨どいの腐朽・破損・欠落等の有無 

雨どいの設置状況について判断する。 

 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

雨どいに破損等がなく、正常に

排水できる状態。 

もともと雨どいが設置されていな

い状態。 

雨どいに破損等があり、雨水を

正常に排水できない状態。 

評点 0 5 10 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

雨どいの設置状況により、雨水排水が正常に機能しているか確認する。 

本来設置されていた雨どいが破損等によって雨水を正常に排水できない状態の場合、建設時に想定し

ていなかった箇所へ雨水が集中することになり、予期しない部材の腐朽・損傷に繋がるおそれがある。 

備
考 

雨水排水による影響を考慮して、雨どいに一箇所でも破損等がある場合は Cランクとする。 

また、雨どいが設置されていない場合には相応の措置がされている可能性はあるが、住人（管理者）が

不在であるため不測の事態を考慮し、Bランクとして判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

箇所 門又は塀 

判
断
内
容 

⑪門・塀の腐朽・破損・脱落等の有無 

門・塀の腐朽・破損・傾き等の有無について判断する。 

 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

腐朽・破損・傾き等は見られな

い状態。 

部分的な腐朽・破損・傾き等が

見られる状態。 

目視で明らかに傾きが確認され

る、もしくは過半（50％以上）に

ひび割れ等が見られる状態。 

評点 0 5 10 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

ひび割れや破損については全体に占める割合で判断し、傾斜については目視でも傾斜していることを確

認できる場合について判断する。 

備
考 

ブロック塀については、傾きが一部であっても転倒の危険性があるため、Cランクとして判断する。 

 

 

 

 

 

 

  

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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項目 擁壁が老朽化し危険となるおそれ 

箇所 擁壁 

判
断
内
容 

⑫擁壁表面への水のしみ出し・流出の有無、水抜き孔の詰まり・設置の有無、ひび割れ等の有無 

擁壁に必要な機能の不備や劣化状況について判断する。 

 

判
断 

A ランク Bランク Cランク 

練石積み・CB積み・重力式等の

適切な形式の擁壁であり、水抜

き孔が設置されている。また、ひ

び割れ等は発生していない状

態。 

練石積み・CB積み・重力式等の

適切な形式の擁壁であるが、水

抜き孔が設置されていない、もし

くは設置されているが詰まりが発

生している状態。また、軽度なひ

び割れが見られる状態。 

空石積み・擁壁がない等、不安

定な状態。もしくは、適切な形式

の擁壁であるが、全体的にクラッ

クが生じている状態。 

評点 0 15 30 

事
例
① 

 

 

 

 

 

 

  

事
例
② 

 

 

 

 

 

 

  

考
え
方 

擁壁の構造形式や排水機能、劣化状況を踏まえ、擁壁が原因となる危険性を総合的に判断する。 

備
考 

国のガイドラインでは、調査項目の例として擁壁表面への水のしみ出しや流出の有無、水抜き孔の詰ま

り、ひび割れ等が挙げられているが、不適切な構造形式や劣化の進行している状況によって危険となる

おそれがあるため、総合的な判断とする。 

 

 

 

 

 

  

対象物件データ 調査①空家等判定調査 調査②空家等詳細調査　ー建物状況ー 調査②空家等詳細調査　ー管理状況ー

判定 居住あり
空家等の

可能性
居住なし 目視不可 木造 鉄骨造 躯体関係 良 ⇔ 不良

目視

不可
附属物等 良 ⇔ 不良

目視

不可
敷地環境 良 ⇔ 不良

目視

不可

※非空き家の場合は不要 鉄筋コンクリート造 その他（　　　　　　） 建物の崩壊
問題

なし
部分的 過半 × 開口部

問題

なし

ガラス

取外し

破損

あり
× 樹木・雑草

問題

なし

手入れ

なし

敷地外

突出
×

戸建住宅 併用住宅 店舗 建物の傾き A B C ×
屋外階段または

バルコニー

問題

なし

腐朽・

破損

脱落

可能性
× ごみ堆積物 なし あり ×

共同住宅 長屋 基礎
問題

なし
玉石

基礎

なし
×

看板・給湯設

備・屋上水槽等

問題

なし

破損・

転倒

脱落

可能性
× 悪臭 なし あり ×

売り貸しの表示　（　売買　／　賃貸　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
基礎・土台

柱・はり
A B C × 雨どい

問題

なし

設置

なし
劣化 ×

虫の発生

動物の棲みつき
なし あり ×

階
数

外壁 A B C × 門または塀 A B C × 管理状況
侵入

不可

侵入

可
×

現地メモ： 屋根 A B C × 擁壁 A B C × 居住可能性 可
一部

修繕
不可 ×

調査時刻 時 分 写真枚数 枚

目視不可

用

途
電気メータ ガスメータ・ガスボンベ

地区
構

造

撮

影

箇
所

図面

番号

表札 郵便受け

対象

ID
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）階
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関係法令 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

（目的） 

第１条 この法律は，適切な管理が行われていない空家等が防災，衛生，景観 等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み，地域住民の生命，身体又は財産を保護するとともに，そ

の生活環境の保全を図り，あわせて空家等の活用を促進するため，空家等に関する施策に関し，国に

よる基本指針の策定，市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き，以下同じ。）による空家等対策計

画の作成その他の空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって公共の福祉の増進と地域

の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは，建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは，そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管理が行われていないことにより著

しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

状態にあると認められる空家等という。 

 (空家等の所有者等の責務) 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう，空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 （市町村の責務） 

第４条 市町村は，第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対

策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

 （基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は，空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本

的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

（２）次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３）その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は，基本指針を定め，又はこれを変更しようとするときは，あらかじめ，

関係行政機関の町に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は，基本指針を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく，これを公

表しなければならない。 

 （空家等対策計画） 

第６条 市町村は，その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため，基本指針に

即して，空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができ

る。 
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２ 空家等対策計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

 （１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する

基本的な指針 

 （２）計画期間 

 （３）空家等の調査に関する事項 

 （４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 （５）空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関す

る事項 

 （６）特定空家等に対する措置（第 14条第１項の規定による助言若しくは指導，同条第２項の規定

による勧告，同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第 10 項の規定による代執行を

いう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

 （７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

 （８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 （９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は，空家等対策計画を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ

ならない。 

４ 市町村は，都道府県知事に対し，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し，情報の提供，

技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 （協議会） 

第７条 市町村は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下

この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は，市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか，地域住民，市町村議会の議員，法

務，不動産，建築，福祉，文化等に関する学識経験者その他の市町村が必要と認める者をもって構成

する。 

３ 前２項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，協議会が定める。 

 （都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基

づき市町村が講ずる措置について，当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言，市町村相互の

連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

 （立入調査等） 

第９条 市町村長は，当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するた

めの調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は，第 14 条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において，当該職員又はそ

の委任した者に，空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は，前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入ら

せようとするときは，その５日前までに，当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。

ただし，当該所有者等に対し通知することが困難であるときは，この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は，その身分を示す証明書を携

帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 
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５ 第２項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 （空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第 10 条 市町村長は，固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって

氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては，この法律の施行のために必要な限度におい

て，その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は，固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区

の存する区域においては戸が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する

情報であって，特別区の区域内にある空家等の所有者等の関するものについて，当該特別区の区長か

ら提供を求められたときは，この法律の施行のために必要な限度において，速やかに当該情報の提供

を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか，市町村長は，この法律の施行のために必要があるときは，関係する地方

公共団体の町その他の者に対して，空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることが

できる。 

 （空家等に関するデータベースの整備等） 

第 11条 市町村は，空家等（建築物を販売し，又は賃貸する事業を行う者が販売し，又は賃貸するため

に所有し，又は管理するもの（周辺も生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

に限る。）を除く。以下第 13条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関す

る正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第 12条 市町村は，所有者等による空家等の適切な管理を促進するため，これらの者に対し，情報の提

供，助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 （空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第 13条 市町村は，空家等及び空家等の跡地（土地を販売し，又は賃貸する事業を行う者が販売し，又

は賃貸するために所有し，又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のた

めに必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 （特定空家等に対する措置） 

第 14条 市町村長は，特定空家等の所有者等に対し，当該特定空家等の関し，除却，修繕，立木竹の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる状態にない特定空家等については，建築物の

除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導することができる。 

２ 市町村長は，前項の規定による助言又は指導をした場合において，なお当該特定空家等の状態が改

善されないと認めるときは，当該助言又は指導を受けた者に対し，相当の猶予期限を付けて，除却，

修繕，立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること

ができる。 

３ 市町村長は，前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において，特に必要があると認めるときは，その者に対し，相当の猶予期限を付けて，そ

の勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は，前項の措置を命じようとする場合においては，あらかじめ，その措置を命じようとす

る者に対し，その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通
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知書を交付して，その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出

する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は，その交付を受けた日から５日以内に，市町村長に対し，意見書

の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は，前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては，第３項の措置を命じよ

うとする者又はその代理人の出頭を求めて，公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は，前項の規定による意見の聴取を行う場合においては，第３項の規定によって命じよう

とする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を，期日の３日前までに，前項に規定する者に通知する

とともに，これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は，意見の聴取に際して，証人を出席させ，かつ，自己に有利な証拠を提出す

ることができる。 

９ 市町村長は，第３項の規定により必要な措置を命じた場合において，その措置を命ぜられた者がそ

の措置を履行しないとき，履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込

みがないときは，行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）の定めるところに従い，自ら義務者のなす

べき行為をし，又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において過失がなくてその措置を命ぜられ

るべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告

が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続きにより命令を行うことがで

きないときを含む。）は，市町村長は，その者の負担において，その措置を自ら行い，又はその命じた

者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては，相当の期限を定めて，その措

置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは，市町村長又はその命じた者若しくは

委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は，第３項の規定による命令をした場合においては，標識の設置その他国土交通省令・総

務省令で定める方法により，その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は，第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合にお

いは，当該特定空家等の所有者等は，当該標識の設置を拒み，又は妨げてはならない。 

13 第３項の規定による命令については，行政手続法（平成５年法律第 88号）第３章（第 12条及び第

14条を除く。）の規定は，適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は，特定空家等に対する措置に関し，その適切な実施を図るために必要

な指針を定めることができる。 

15 前各号に定めるもののほか，特定空家等に対する措置に関し必要な事項は，国土交通省令・総務省

令で定める。 

 （財政上の措置及び税制上の措置等） 

第 15 条 国及び都道府県は，市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円

滑な実施に資するため，空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助，地方交付税制度の拡

充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２区に及び地方公共団体は，前項に定めるもののほか，市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に

関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため，必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとす

る。 
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 （過料） 

第 16条 第 14条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は，50万円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み，妨げ，又は忌避した者は，20万円以下の過料に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は，公布の日から起算して３月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。た

だし，第９条第２項から第５項まで，第 14条及び第 16条の規定は，交付の日から起算して６月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 （検討） 

２ 政府は，この法律の施行後の５年を経過した場合において，この法律の施行の状況を勘案し，必要

があると認めるときは，この法律の規定について検討を加え，その結果に基づいて所要の措置をこう

ずるものとする。 
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奄美市空き家等対策の推進に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」とい

う。）に定めるもののほか，空き家等対策の推進に関する必要な事項を定め，管理不全な空き家等の対

策を総合的かつ計画的に実施し，本市及び所有者等の責務その他必要な事項を定めることにより，市

民の安心及び安全並びに生活環境の保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。  

(１) 空き家等 市の区域内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管理するものを除く。 

(２) 特定空き家等 次に掲げる状態にあると認められる空き家等をいう。 

ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

(３) 所有者等 空き家等の所有者又は管理者をいう。 

（当事者間における解決の原則）  

第３条 空き家等に関し生じる紛争は，当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。  

（所有者等の責務）  

第４条 所有者等は，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう，自らの責任において空き家等の適切

な管理に努めなければならない。  

（市の責務）  

第５条 市は，特定空き家等の発生の未然防止並びに空き家等の適切な管理及び活用促進のため，必要

な施策を実施するものとする。 

（空き家等対策計画）  

第６条 市長は，空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため，法第６条第１項に規定す

る空家等対策計画（以下「空き家等対策計画」という。）を定めることができる。  

（空き家等対策協議会の設置）  

第７条 法第７条の規定に基づき，奄美市空き家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（調査）  

第８条 市長は，法第９条の規定により，市の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者

等を把握するための調査その他空き家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことがで

きる。 

（空き家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第９条 市長は，固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名そ

の他の空き家等の所有者等に関するものについては，法第10条第１項の規定により，その保有に当た

って特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 
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２ 市長は，法第10条第３項の規定により，関係する地方公共団体の長その他の者に対して，空き家等

の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空き家等に関するデータベースの整備等）  

第10条 市長は，空き家等（建築物を販売し，又は賃貸する事業を行う者が販売し，又は賃貸するため

に所有し，又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

に限る。）を除く。）に関するデータベースの整備その他空き家等に関する正確な情報を把握するため

に必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（空き家等及び空き家等の跡地の活用等） 

第11条 市長は，空き家等及び空き家等の跡地（土地を販売し，又は賃貸する事業を行う者が販売し，

又は賃貸するために所有し，又は管理するものを除く。）の活用のために必要な対策を講じるよう努

めるものとする。 

（特定空き家等の認定）  

第12条 市長は，空き家等に関し情報提供を受けたとき又は特定空き家等であると疑われるときは，第

８条の規定による調査を行い，当該空き家等が現に特定空き家等であると認めるときは，特定空き家

等として認定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により認定をしようとするときは，必要に応じて協議会の意見を聴くことがで

きる。 

（助言又は指導）  

第13条 市長は，前条第１項の規定により認定した特定空き家等の所有者等に対し，当該特定空き家等

に関し，除却，修繕，立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（第２条第

２号ア又はイに掲げる状態にない特定空き家等については，建築物の除却を除く。次条において同じ。）

をとるよう助言又は指導をすることができる。  

（勧告）  

第14条 市長は，前条の規定による助言又は指導をした場合において，なお当該特定空き家等の状態が

改善されないと認めるときは，当該助言又は指導を受けた者に対し，相当の猶予期限を付けて，除却，

修繕，立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること

ができる。  

（命令等）  

第15条 市長は，前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合において，特に必要があると認めるときは，その者に対し，相当の猶予期限を付けて，そ

の勧告に係る措置をとることを命じることができる。  

２ 市長は，前項の措置を命じようとする場合においては，あらかじめ，その措置を命じようとする者

に対し，その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書

を交付して，その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する

機会を与えなければならない。  

３ 前項の通知書の交付を受けた者は，その交付を受けた日から５日以内に，市長に対し，意見書の提

出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

４ 市長は，前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては，第１項の措置を命じようと

する者又はその代理人の出頭を求めて，公開による意見の聴取を行わなければならない。 
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５ 市長は，前項の規定による意見の聴取を行う場合においては，第１項の規定によって命じようとす

る措置並びに意見の聴取の期日及び場所を，期日の３日前までに，前項に規定する者に通知するとと

もに，これを公告しなければならない。 

６ 第４項に規定する者は，意見の聴取に際して，証人を出席させ，かつ，自己に有利な証拠を提出す

ることができる。 

（代執行等）  

第16条 市長は，前条第１項の規定により必要な措置を命じた場合において，その措置を命じられた者

がその措置を履行しないとき，履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する

見込みがないときは，行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い，自ら義務者のな

すべき行為をし，又は第三者をしてこれをさせることができる。  

（公示等）  

第17条 市長は，第15条第１項の規定による命令をした場合においては，標識の設置その他規則で定め

る方法により，その旨を公示しなければならない。  

２ 前項の標識は，第15条第１項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この

場合においては，当該特定空き家等の所有者等は，当該標識の設置を拒み，又は妨げてはならない。 

（税制上の措置等）  

第18条 市は，空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため，

必要な税制上の措置その他の措置を講じるものとする。  

（緊急安全措置） 

第19条 市長は，第８条の規定による調査により，空き家等の管理不全状態に起因して，人の生命，身

体又は財産に危害が及ぶ切迫した状態で緊急の必要性があると認めるときは，これを避けるために緊

急安全措置を行うことができる。 

２ 市長は，前項を講じたときは，その所有者等から措置に係る費用を徴収することができる。 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

 この条例は，平成31年４月１日から施行する。 
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奄美市空き家等対策の推進に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，奄美市空き家等対策の推進に関する条例(平成31年奄美市条例第12号。以下「条

例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（情報提供の受付） 

第２条 市長は，空き家等に関し情報の提供を受けたときは，次に掲げる書類を作成するものとする。 

(１) 空き家等に関する情報受付書 

(２) 空き家等管理台帳(別記第１号様式) 

（調査） 

第３条 条例第８条の規定による調査を行う際は，空き家等対策の推進に関する調査実施通知書(別記

第２号様式)により当該所有者等に通知するものとする。 

２ 条例第８条の調査を行う調査員の証明書は，調査員証(別記第３号様式)によるものとする。 

（認定基準） 

第４条 条例第12条第１項の規定による特定空き家等の認定の基準は，別に定める。 

（助言又は指導） 

第５条 条例第13条の規定による助言又は指導は，空き家等対策の推進に関する助言・指導書(別記第４

号様式)又は口頭により行うものとする。 

（勧告） 

第６条 条例第14条の規定による勧告は，空き家等対策の推進に関する勧告書(別記第５号様式)により

行うものとする。 

（命令及び事前通知） 

第７条 条例第15条第１項の規定による命令は，空き家等対策の推進に関する命令書(別記第６号様式)

により行うものとする。 

２ 条例第15条第２項の通知書は，空き家等対策の推進に関する命令に係る事前の通知書(別記第７号

様式)によるものとする。 

（公開による意見の聴取） 

第８条 条例第15条第３項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は，公開による意

見の聴取請求書(別記第８号様式)を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第15条第５項の規定による通知は，公開による意見の聴取通知書(別記第９号様式)により行う

ものとする。 

３ 条例第15条第５項の規定による公告は，奄美市公告式条例(平成18年奄美市条例第４号)第２条第２

項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

（代執行） 

第９条 条例第16条に規定する措置を行う場合において，次の各号に掲げる書類は，当該各号に定める

様式によるものとする。 

(１) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第３条第１項の文書 空き家等対策の推進に関する戒告書

(別記第10号様式) 

(２) 行政代執行法第３条第２項の代執行令書 空き家等対策の推進に関する代執行令書(別記第11
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号様式) 

(３) 行政代執行法第４条の証票 執行責任者証(別記第12号様式) 

（公示等） 

第10条 条例第17条第１項の標識は，別記第13号様式によるものとし，その設置は，当該空き家等の敷

地内で，道路に面する場所その他近隣住民等が見やすい場所に行うものとする。 

２ 条例第17条第１項に規定する規則で定める方法は，奄美市公告式条例第２条第２項に規定する掲示

場への掲示，市のホームページへの掲載その他市長が適切と認める方法とする。 

（緊急安全措置） 

第11条 市長は，条例第19条第１項の措置を講じるときは，当該空き家等の所在地及び当該措置の内容

を当該空き家等の所有者等に，空き家等に対する緊急安全措置実施通知書(別記第14号様式)により通

知（所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては，公告）をしなければならな

い。ただし，緊急かつやむを得ないと認められるときは，この限りでない。 

２ 条例第19条第１項の措置を行おうとする者は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者の請求があ

ったときは，これを提示しなければならない。 

３ 条例第19条第２項の規定により措置に係る費用を所有者等から徴収するときは，空き家等対策の推

進（緊急安全措置）に係る請求書（別記第15号様式）で請求するものとする。 

（その他） 

第12条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成31年４月１日から施行する。 
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奄美市空き家等対策協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第７条第１項及び奄美市空き

家等対策の推進に関する条例（平成31年奄美市条例第12号）第７条の規定に基づき，奄美市空き家等

対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 空き家等対策計画の策定及び変更に関する事項 

(２) 特定空き家等の認定及び措置に関する事項 

(３) その他空き家等対策の推進に関し，協議会において必要と認める事項 

（委員） 

第３条 協議会の委員は，市長のほか，法務，不動産，建築等に関する知識経験を有する者その他市長

が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年以内とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

４ 会長が必要であると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，説明又は意見を求めることが

できる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は，総務部プロジェクト推進課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会に諮って定め

る。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成31年４月１日から施行する。 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず，最初の会議は，市長が招集する。 
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 附 則（令和３年１月４日告示第１号） 

  この要綱は，令和３年１月４日から施行する。   
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奄美市空き家等対策庁内連絡会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 奄美市空き家等対策協議会設置要綱（平成31年奄美市告示第43号）第１条の規定により設置さ

れた奄美市空き家等対策協議会（以下「協議会」という。）において協議する事項を庁内で検討するた

め，奄美市空き家等対策庁内連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 連絡会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 協議会での協議事項に係る庁内の連絡調整に関すること。 

(２) その他空き家等対策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡会は，会長及び委員で組織する。 

２ 会長は総務部長をもって充てる。 

３ 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。 

(１) 総務課長 

(２) 企画調整課長 

(３) プロジェクト推進課長 

(４) 税務課長 

(５) 市民協働推進課長 

(６) 環境対策課長 

(７) 高齢者福祉課長 

(８) 土木課長 

(９) 建築住宅課長 

(10) 住用地域総務課長 

(11) 笠利地域総務課長 

(12) 大島地区消防組合消防本部予防課長 

（会長） 

第４条 会長は，会務を総理し，連絡会を代表する。 

２ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 連絡会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

４ 会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，説明又は意見を求めること

ができる。 

（庶務） 

第６条 連絡会の庶務は，総務部プロジェクト推進課において処理する。 

（その他） 
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第７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，会長が連絡会に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成31年４月１日から施行する。 
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奄美市移住定住・住宅購入費助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，奄美群島外からの転入者が本市に定住する意思を持って自ら居住するための住宅

を建築し，又は購入する者に対し，予算の範囲内において助成金を交付するものとし，その交付につ

いては，奄美市補助金等交付規則（平成 18 年奄美市規則第 40 号）に定めるもののほか，この要綱の

定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，「住宅」とは，居住の用に供するために建築された一戸建ての家屋をいう。 

２ この要綱において，「移住者」とは，次に掲げるものをいう。 

(１) 第６条の申請の日までの２年以内に新たに市内に住所を有することとなった者で，当該新たに

市内に住所を有した日を起算日として，当該起算日前５年の間に奄美群島内に住所を有していない

もの 

(２) 第６条の申請年度に住所を有する予定の者で，当該市内に住所を有する予定の日を起算日とし

て，当該起算日前５年の間に奄美群島内に住所を有していないもの 

（助成金の交付対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は，次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

(１) 移住者であること。 

(２) 第６条の申請の日までの２年以内において市内で住宅を建築若しくは購入した者又は申請年度

において市内で住宅を建築若しくは購入を予定している者で，当該住宅取得後，当該住宅に係る登

記簿（敷地の購入を含む申請にあっては，当該敷地に係るものを含む。）に所有権の設定（共有登記

にあっては，持ち分が２分の１のものに限る。）が可能なものであること。 

(３) この要綱による助成金の交付を受けた日から当該交付に係る住宅に 10 年以上生活の本拠とし

て居住し，かつ，住民登録する意思があること。 

(４) 本人及びその同一世帯員が市税その他の本市に納付すべき債務（申請した年又はその前年にお

いて他市区町村の住民基本台帳に登録された者にあっては，当該市区町村に係る税を含む。）を滞

納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，交付対象者としない。 

(１) 国，県又は市等の制度による移住の支援に係る他の助成金，移転補償，損害賠償等の補填等を

受けて住宅を建築し，又は購入した者 

(２) 住宅の共有持分が各々２分の１である者で，他の一方の者がこの要綱による助成金の交付の申

請を行ったもの 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定

する暴力団員である者 

（助成金の対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は，次に掲げる経費とする。 

(１) 住宅の建築費（当該住宅の敷地の購入費を含む。） 

(２) 住宅の購入費（当該住宅の敷地の購入費を含む。） 
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（助成金の額） 

第５条 助成金の額は対象経費と別表第１により算出して得た額を比較して少ない方の額とする。 

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，移住定住・住宅購入費助成金

交付申請書（別記第１号様式）に別表第２に掲げる書類（該当するものに限る。）を添えて，市長に提

出しなければならない。 

（申請内容の変更） 

第７条 助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は，申請書の記載内容を変更しよ

うとするときは，奄美市移住定住・住宅購入費助成金交付変更申請書（別記第１号様式）に，次に掲

げる書類を添付し，市長に申請しなければならない。ただし，交付決定後の助成金の増額は行わない

ものとする。 

(１) 変更後の見積書又は契約書の写し 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は，対象工事が完了したときは，当該交付決定の日から当該年度の３月末日までに，

奄美市移住定住・住宅購入費実績報告書（別記第４号様式）に，次に掲げる書類を添付し，市長に報

告しなければならない。 

(１) 世帯員全員の住民票の写し 

(２) 住宅の登記事項証明書 

(３) 住宅の敷地の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し 

(４) 領収書の写し 

(５) 住宅の全景写真（１枚） 

(６) その他市長が必要と認める書類 

（助成金額の確定） 

第９条 市長は，前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは，書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査その他の調査により，助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

は，交付すべき助成金の額を確定し，交付対象者に通知するものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第 10条 交付決定者は，助成金を受ける権利を第三者に譲渡し，又は担保に供してはならない。 

（助成金の交付決定の取消し及び返還） 

第 11条 市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は，助成金交付の決定を取り消し，

又は既に交付した助成金について，期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命じることがある。 

(１) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。 

(２) 助成金の交付条件に従わないとき。 

(３) 助成金の交付を受けた日から 10 年以内に生活の本拠を助成金の交付に係る住宅以外に移し，

又は当該住宅を売却し，若しくは譲渡したとき。 

(４) その他市長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 
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附 則 

１ この要綱は，平成 27 年９月１日から施行する。 

２ 平成 29 年３月 31 日までの間，第３条第１号の規定にかかわらず，同号中「申請する年度又はその

前年度」とあるのは，「平成 27 年９月１日以後」とする。 

   附 則（平成 30年４月１日告示第 64号の７） 

  この要綱は，平成 30 年４月１日から施行する。   

別表第１（第５条関係） 

区分 交付要件 交付金額 

住 宅

購 入

費 助

成金 

基本額 住宅を取得する場合 50 万円 

扶養加算 

同居者に高等学校卒業前の者（18歳

以下の者に限る。）がある場合 

１人の場合 20 万円 

２人以上の場

合 

50 万円 

別表第２（第６条関係） 

添付書類 (１) 同居人予定報告書（別記第２号様式） 

(２) 世帯員全員の住民票の写し 

(３) 世帯全員の戸籍の附票の写し（外国人を除く。） 

(４) 住宅の位置図 

(５) 住宅の建築又は購入に係る見積書又は契約書の写し 

(６) 世帯全員の市税等の納税証明 

(７) 誓約書（別記第３号様式） 

(８) その他市長が必要と認める書類 
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奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，奄美群島外から市内への転入者のための住宅を確保し，定住を促進することによ

り地域活性化を図るため，当該転入者又は当該転入者に住宅を貸与する者が行う住宅のリフォーム等

その他これに類する工事を行う者に対し，予算の範囲内において助成金を交付するものとし，その交

付については，奄美市補助金等交付規則（平成 18 年奄美市規則第 40 号）に定めるもののほか，この

要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，「移住者」とは，次に掲げるものをいう。 

(１) 第７条の申請の日までの２年以内に新たに市内に住所を有することとなった者で，当該新たに

市内に住所を有した日を起算日として，当該起算日前５年の間に奄美群島内に住所を有していない

もの 

(２) 第７条の申請年度に住所を有する予定の者で，当該市内に住所を有する予定の日を起算日とし

て，当該起算日前５年の間に奄美群島内に住所を有していないもの 

２ この要綱において，「住宅」とは，居住の用に供するために建設された一戸建ての家屋をいう。 

（助成金の対象住宅） 

第３条 助成金の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は，奄美市内に建築されており，現に移

住者が居住の用に供する住宅又は奄美市空き家バンクに登録されている住宅とする。 

（助成金の交付対象者） 

第４条 助成金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は，対象住宅の所有者又は賃借人で，

本人及びその同一世帯人が市税その他の本市に納付すべき債務（申請する年度又はその前年度におい

て他市区町村の住民基本台帳に登録された者にあっては，当該市区町村に係る税を含む。）を滞納し

ていないものとする。 

（助成対象工事） 

第５条 助成金の対象となる工事は，住宅の安全性，耐久性，耐震性及び居住性を向上させるため，既

存の住宅の増改築，修繕，設備の取替えその他市長が定めるものとし，各号のいずれにも該当する工

事とする。 

(１) 当該工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含む。）が 30 万円以上であること。 

(２) 市内に事業所を有する法人又は市内に住民登録している個人事業主が施工するものであること。 

２ 次に掲げる工事に要する費用は，助成金の対象工事としない。 

(１) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 

(２) 門，塀その他の外構工事 

(３) 他の助成金を利用する場合で，当該助成金制度で重複計上が認められない工事 

(４) その他助成金の交付が適当でないと認められる工事 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は，対象工事に要する費用の 50 パーセントに相当する額とする。ただし，その額

に 10,000 円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

２ 助成金の額が 100 万円を超える場合は，100 万円を上限とする。 
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（助成金の交付申請） 

第７条 交付対象者は，工事着手前に，奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金交付申請書（別記第

１号様式。以下「申請書」という。）に，次に掲げる書類を添付し，市長に申請しなければならない。 

(１) 工事内訳見積書の写し 

(２) 対象住宅の位置図，工事を行う箇所の施工図及び工事着手前の写真 

(３) 対象住宅の所有者による申請でない場合は，所有者との関係を証する書類 

(４) 申請者及びその同一世帯人が第４条に規定する債務を滞納していないことを証する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類 

２ 助成金の交付申請は，当該交付対象者及び当該対象住宅につき各年度１回限りとする。 

（申請内容の変更） 

第８条 助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は，リフォームの内容及び申請書

の記載内容を変更しようとするときは，奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金交付変更申請書（別

記第１号様式）に，次に掲げる書類を添付し，市長に申請しなければならない。ただし，交付決定後

の助成金の増額は行わないものとする。 

(１) 変更後の工事内訳見積書の写し 

(２) 変更後の工事を行う箇所の施工図及び工事着手前の写真 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は，対象工事が完了したとき（増改築の場合において，建築基準法（昭和 25 年法

律第 201 号）第６条第１項の規定による確認済証の交付を受けたときは同法第７条第４項及び同法第

７条の２第４項の規定に基づく検査を受けた日，それ以外の工事にあっては工事請負業者から対象工

事の引渡しを受けた日）は，当該対象工事の交付決定の日から 120 日以内で，かつ，当該年度の２月

末日までに，奄美市移住定住・住宅リフォーム等実績報告書（別記第２号様式）に，次に掲げる書類

を添付し，市長に報告しなければならない。 

(１) 工事代金領収書の写し 

(２) 工事着手前及び工事完成後の写真 

(３) 建築基準法第６条第１項の規定による確認済証の交付を受けたときは同法第７条第５項及び同

法第７条の２第５項の規定に基づき交付された検査済証の写し 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（助成金額の確定） 

第 10 条 市長は，前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは，書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査その他の調査により，助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたと

きは，交付すべき助成金の額を確定し，交付対象者に通知するものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第 11条 交付決定者は，助成金を受ける権利を第三者に譲渡し，又は担保に供してはならない。 

（助成金の交付決定の取消し及び返還） 

第 12条 市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は，助成金交付の決定を取り消し，

又は既に交付した助成金について，期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命じることがある。 

(１) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。 
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(２) 助成金の交付条件に従わないとき。 

(３) 助成金の交付後５年以内に移住者以外の者が対象住宅に居住することその他の事由によりこの

要綱の趣旨に反すると認められるとき。 

(４) その他市長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成 27年９月１日から施行する。 

２ 平成 29年３月 31日までの間，第２条第１号の規定にかかわらず，同号中「申請する年度又はその

前年度」とあるのは，「平成 27年９月１日以後」とする。 

３ 平成 27年度に限り，第９条の規定にかかわらず，同条中「２月末日」とあるのは，「３月末日」と

する。 

附 則（平成 28年２月１日告示第 22 号の２） 

この要綱は，平成 28年２月１日から施行する。 

   附 則（平成 30年４月１日告示第第 64号の８） 

 この要綱は，平成 30年４月１日から施行する。 
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奄美市危険空き家等除却助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，適切な管理が行われていない危険空き家等が防災，衛生，景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み，地域住民の生命，身体又は財産を保護するとと

もに，その生活環境の保全を図り，もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に，

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号。以下「法」という。）及び奄美市空

き家等対策の推進に関する条例（平成 31年奄美市条例第 12号。以下｢条例｣という。）の規定に基づ

き，奄美市危険空き家等除却助成金（以下｢助成金｣という。）に関し必要な事項を定めるものとし，そ

の交付については，奄美市補助金等交付規則（平成 18年奄美市規則第 40号）に定めるもののほか，

この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，条例に規定するもののほか，当該各

号に定めるところによる。 

 (１) 危険空き家 市内に存する老朽化が著しい建物その他の工作物で，常時無人の状態にある

もののうち，倒壊及び建築材等の飛散のおそれがある危険な状態又は不特定者の侵入による火災

若しくは犯罪を誘発するおそれのある状態のものをいう。 

 (２) 地元の組織等 自治会，町内会，壮年団，婦人会，青年団等の一定の区域に住所を有する

者により構成されている住民団体で，次の要件を満たす団体とする。 

ア 市内で活動し，規約・会則等を持ち，責任者が明確で，会計処理が行われている団体であ

ること。 

イ その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的と

し，現にその活動を行っていると認められること。 

  ウ 営利を目的とした団体でないこと。 

 (３) 除却工事 危険空き家を解体撤去することをいう。 

 （助成金の交付対象者） 

第３条 助成金の交付対象となる者（以下｢助成対象者｣という。）は，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。ただし，市長が特に認めた場合は，この限りでない。 

(１) 危険空き家の所有者又はその相続人 

ア 所有権に関する登記がされている場合 当該所有権を有する者（当該所有権を有する者が

死亡しているときは，その者を被相続人として当該危険空き家を相続する権利を有する者） 

イ アに掲げる場合以外の場合 固定資産課税台帳に所有者として登録された者（所有者とし

て登録された者が死亡しているときは，その者を被相続人として当該危険空き家を相続する

権利を有する者） 

(２) 危険空き家の所有者から当該危険空き家の除去について委任を受けた者 

(３) 地元の組織等の代表者 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，助成対象者としない。 

(１) 市内に本店・事業所があり，解体・撤去等を行う資格を有する事業者又は個人事業主を利

用しない者 
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(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に

規定する暴力団員 

(３) 市税等を滞納している者 

(４) 危険空き家に共有者がある場合又は所有権以外の物権（賃借権を含む。）の設定がある場合

において，当該共有者又は権利者の全員から除却工事についての同意を得られない者 

（助成金の交付対象となる危険空き家等） 

第４条 助成金の交付対象となる危険空き家（以下｢助成対象危険空き家｣という。）は，次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

(１) 別表に掲げる建物の不良度の測定基準による各評点の合計が 100点以上である建物 

(２) 個人が所有する建物 

 (３) 公共事業等の補償の対象となっていないもの 

２ 助成対象危険空き家に附属する工作物については，周囲に対して防災上著しく危険性が高いと

認められる場合，これを助成の対象とすることができる。 

（助成金の交付対象となる除却工事） 

第５条 助成金の交付対象となる除却工事（以下「助成対象工事」という。）は，次の各号のいずれ

にも該当する工事とする。 

(１) 助成対象者が施工者と助成対象工事に係る工事請負契約を締結していること。 

(２) 除却工事に要する経費が 30万円以上であること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する除却工事は，助成対象工事としな

い。 

(１) 他の制度等で助成金その他公的資金の交付を受けて行うもの 

(２) 危険空き家等の一部を対象とするもの 

(３) 助成金の交付決定前に着手したもの 

(４) その他市長が適当でないと認めるもの 

（助成金額） 

第６条 助成金額は，除却工事に要する経費の３分の１以内の額とし，30万円を上限とする。 

２ 助成金の額に 1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。 

（交付申請事前調査・審査申込） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，奄美市危険空き家等除却

助成金交付申請事前調査・審査申込書（別記第１号様式）に，次に掲げる書類を添えて，市長に提出

しなければならない。 

(１) 建物の位置図及び現況写真 

２ 市長は，前項の申請があったときは，速やかに内容を審査し，可否を決定し，奄美市危険空き

家等除却助成金交付申請事前調査・審査結果通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

（交付申請） 

第８条 前条の可の決定を受けた者は，奄美市危険空き家等除却助成金交付申請申請書（別記第３

号様式）に，次に掲げる書類を添えて，除却工事の着手前に市長に提出することができる。 

(１) 見積書の写し（内訳の分かるもの） 
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(２) 代理人が手続きをする場合は，所有者又は相続人の委任状（別記第４号様式） 

(３) 危険空き家に共有者がある場合又は所有権以外の物権（賃借権を含む。）の設定がある場合

においては，当該共有者又は権利者の全員の同意書（別記第５号様式） 

(４) 登記事項証明書（登記がなされていない場合は，固定資産税名寄帳兼課税台帳） 

(５) 誓約書（別記第６号様式） 

(６) 納税証明書（地元の組織等が申請する場合を除く） 

(７) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第９条 市長は，前条の申請があったときは，速やかに内容を審査し，助成の可否を決定し，奄美

市危険空き家等除却助成金交付（不交付）決定通知書（別記第７号様式）により申請者に通知するも

のとする。 

 （申請内容の変更） 

第 10条 申請者は，助成金の交付決定後において事業の内容を変更又は中止しようとするときは，

奄美市危険空き家等除却工事変更（中止）承認申請書（別記第８号様式）に必要な書類を添えて市長

に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，軽微な変更と認められるものについては，こ

の限りでない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，奄美市危険空き家等除却工事変更（中止）承

認通知書（別記第９号様式）により通知するものとする。 

 （実績報告） 

第 11条 助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は，助成対象工事が完了し

たときは，当該年度の２月末日までに奄美市危険空き家等除却工事実績報告書（別記第 10号様式）

に，次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

(１) 工事請負契約書等の写し 

(２) 領収書の写し 

(３) 工事完了後の現況写真 

(４) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定等） 

第 12条 市長は，前条の実績報告を受けたときは，速やかに内容を審査し，交付すべき助成金の額

を確定し，奄美市危険空き家等除却助成金交付確定通知書（別記第 11号様式）により交付決定者に通

知するものとする。 

 （決定通知の取消し又は補助金等の返還）  

第 13条 市長は，交付決定者が虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付決定の通知を受け

た場合には，交付決定の通知を取り消し，又は既に交付した助成金等の全部若しくは一部の返還を命

じることができる。 

 （その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 
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別表 (第４条関係) 建物の不良度の測定基準 
大項目 項目 評定内容 ランク内容 判定 評点 最高得点 

保
安
上
危
険 

建築物の著しい傾
斜 

①建築物の崩壊・落階等の有
無 

問題なし Ａ 0 

100 
部分的な崩壊 Ｂ 50 

過半・母屋の崩壊 Ｃ 100 

②建築物の不同沈下もしくは
柱の傾斜 

1/60未満 Ａ 0 
100 1/60～1/20 Ｂ 50 

1/20超 Ｃ 100 

構造耐力上主要な
部分の損傷等 

③基礎の構造 
問題なし Ａ 0 

25 基礎が玉石 Ｂ 20 
基礎なし Ｃ 25 

④土台・柱・はりの腐朽・破
損・変形の有無 

問題なし Ａ 0 
50 50％未満 Ｂ 25 

50％以上 Ｃ 50 

屋根、外壁等が脱
落、飛散等するお
それ 

⑤外壁仕上材の剥落・腐朽・
破損等の有無 

なし・塗装劣化のみ Ａ 0 

50 腐朽・破損等あり Ｂ 25 

壁体貫通・下地露出 Ｃ 50 

⑥屋根の腐朽・破損・欠落等
の有無 

問題なし Ａ 0 
50 50％未満 Ｂ 25 

50％以上 Ｃ 50 

⑦開口部(窓ガラス等)の割
れ・破損等の有無 

問題なし Ａ 0 
20 ガラス窓取り外し済 Ｂ 10 

割れ・破損等あり Ｃ 20 

⑧屋外階段・バルコニーの腐
朽・破損・脱落等の有無 

問題なし Ａ 0 

10 腐朽・破損等あり Ｂ 5 

脱落等可能性 Ｃ 10 

⑨看板・給湯設備・屋上水槽
等の破損・脱落・転倒等の有
無 

問題なし Ａ 0 

10 破損・転倒等あり Ｂ 5 

脱落等可能性 Ｃ 10 

⑩雨どいの腐朽・破損・欠落
等の有無 

問題なし Ａ 0 

10 設置なし Ｂ 5 

腐朽・破損等あり Ｃ 10 

⑪門・塀の腐朽・破損・脱落
等の有無 

問題なし Ａ 0 
10 50％未満 Ｂ 5 

50％以上 Ｃ 10 

擁壁が老朽化し危
険となるおそれ 

⑫擁壁の状態 

問題なし Ａ 0 

30 
水抜き孔なし、ひび
割れ 

Ｂ 15 

不安定、全体的なク
ラック 

Ｃ 30 

景
観 管理不全により著

しく景観を損なっ
ている状態 

⑬樹木・雑草の管理状況 

問題なし   

 
手入れがされていな
い 

  

敷地外に突出してい
る 

  

衛
生 

そのまま放置すれ
ば衛生上有害とな
るおそれのある状
態 

⑭ごみ等の放置、不法投棄の
有無 

あり   
 

なし   

⑮ごみ等や浄化槽の放置によ
る悪臭の有無 

あり   
 

なし   

生
活
環
境 

生活環境の保全を
図るために放置す
ることが不適切で
ある状態 

⑯虫の発生や動物の棲みつき
の有無 

あり   
 

なし   

⑰不適切な管理による不特定
者の侵入の可否 

侵入不可   
 

侵入可   
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